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＜小規模多機能ホーム　すずらん＞

　　　　　　　重要事項説明書
当事業所は介護保険の指定を受けています

横浜市指定　第1493600165号

※当サービスの利用は、介護保険の要介護認定の結果「要介護」あるいは「要支援」と認定された方が対象となります。
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１．事業者

	事業主体（法人名）
	有限会社フルライフ

	法人の種類
	有限会社

	代表者（役職名及び氏名）
	代表取締役　　関口 尚登

	法人所在地
	２４４-０８１２
横浜市戸塚区柏尾町１０２９－１

	電話番号及びＦＡＸ番号
	電話　045-828-5045  　FAX　045-828-5046

	設立年月日
	2005年8月10日

	法人の理念
	▽ヒューマニズムの精神に立脚し福祉・医療・保健にとりくみます。

▽みずから地域の一員として地域社会をつくりあげ、わけても地方自治体や地域の諸団体との連携を基礎として地域福祉の前進に寄与するよう努力します。利用者の権利を擁護し利用者が安心して健康的に過ごせるようサポートしていきます。

▽職員の教育に努めそのスキルアップに全力でのぞみます。

▽利用者および家族等関係者との報告・連絡・相談を迅速・的確におこないます。


２．事業所の概要

　①　事業所の名称等

	事業所の名称
	小規模多機能ホーム　すずらん　

	事業所の責任者（管理者）
	管理者　露峰 嘉寸重

	開設年月日
	2011年（平成23年）10月１日

	介護保険事業者指定番号
	横浜市指定　第1493600165号

	事業所の所在地
	〒244-0812　

　　横浜市泉区新橋町1342-21

	電話番号及びＦＡＸ番号
	電話　045-443-5581　　　FAX　045-443-5582

	事業の目的
	住み慣れ愛着をもっている地域で生活するために、介護保険諸法令に従い、利用者が自宅で可能な限り暮らし続けられるような生活の支援を目的として、通いサービス、訪問サービス、泊まりサービスを柔軟に組み合わせてサービスを提供します。

	運営方針
	通いを中心として、要介護者の様態や希望に応じて、随時訪問や宿

泊を組み合わせ、サービスを提供することにより、利用者の居宅に

おける生活の継続を支援するよう努めます。横浜市、戸塚区・泉区各地域包括支援センター、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めます。

	登録定員
	登録定員26名(通いサービス定員13名・宿泊サービス定員5名)

	交通の便
	神奈川中央交通バス　観音寺停留所　下車徒歩7分

相鉄線　緑園都市駅下車　徒歩13分

　　　　　弥生台駅下車　徒歩16分

	敷地概要・面積
	第1種低層住居専用地域　　　敷地面積：421.29㎡

	建物概要
	構造：鉄筋２階建のうち１階部分　　延べ床面積：154.89㎡

	損害賠償責任保険の加入先
	東京海上日動火災保険株式会社

	第三者評価受審の有無
	無


②　主な設備

	宿泊室
	３室（各室定員１名）　１室あたり面積　7.83㎡
宿泊コーナー　２室

	食堂・居間
	食堂（居間共通）40.46㎡　（１人当たり3.11㎡）

	トイレ
	トイレ　３箇所（うち車椅子対応トイレ　1箇所）

	浴　室
	１箇所

	台　所
	１箇所

	消防設備
	消火器、消防通報設備、避難誘導灯、スプリンクラー

	その他
	


３．事業実施地域及び営業時間

	通常の事業実施地域
	泉　区：全域
戸塚区：名瀬町、矢部町、上矢部町、鳥が丘

瀬谷区：阿久和南


	営業日
	３６５日

	営業時間
	通いサービス　　９～１８時

訪問サービス　　２４時間
宿泊サービス　　１８時～９時

※受付・相談については９～１７時


４．職員の配置状況

当事業所では、事業所サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。

　①主な職員の配置状況

	職種
	常勤
	非常勤
	職務内容

	管理者
	1名以上
	－
	事業内容の調整

	介護支援専門員
	　　
	1名以上
	サービスの調整・相談業務

	介護職員
	5名以上
	5名以上
	日常生活の介護・相談業務

	上記のうち看護職員
	　 ―
	１名
	健康チェック等の医務業務


②　主な職種の勤務の体制

	職種
	勤務体制
	職種
	勤務体制

	管理者
	常勤兼務
	介護職員
	昼間の体制

早番　
日勤　

遅出

夜間の体制

夜勤

宿直　

※利用者の状況に対応した勤務時間を設定します

	介護支援専門員
	非常勤兼務
	
	

	看護職員
	 非常勤兼務
	
	


５．当事業所が提供するサービスと利用料金

当事業所ではご契約者にたいして以下のサービスを提供します。当事業所が提供するサービスについて、以下の２つの場合があります。

①　利用料金が介護保険から給付される場合

 　　（介護保険の給付の対象となるサービス）
②　利用料金の全額を利用者にご負担いただく場合

 　　（介護保険の給付の対象とならないサービス）
①　介護保険給付の対象のサービス（契約書第４条参照）

以下のサービスについては利用料金の９割（又は８割、７割）が介護保険から給付され、利用者の自己負担は費用全体の約１割（又は２割、３割）の金額となります。（ア）～（ウ）のサービスを具体的にどのような頻度・内容でおこなうかは、ご契約者と協議の上、ライフサポートプランに定めます。（⑤参照）

	(ア)通いサービス
	食　事
	食事の提供及び食事の介助をします。

調理、配膳等を介護従事者とともにおこなうこともできます。

食事サービスの利用は任意です。

	
	排　泄
	利用者の状況に応じ、適切な介助をおこなうとともに、排泄の自立についても適切な援助をおこないます。

	
	入　浴
	入浴又は清拭をおこないます。

利用者の状況に応じ、衣服の着脱・身体の清拭・洗髪・洗身等の適切な介助をおこないます。

入浴サービスについては任意です。

	
	機能訓練
	利用者の状況に応じた機能訓練をおこない、身体機能の低下を防止するように努めます。

	
	健康
チェック
	血圧測定、体温測定等、利用者の全身状態の把握をおこないます。

	
	送　迎
	利用者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎をおこないます。

	(イ)訪問サービス
	・利用者の自宅にお伺いし、安否確認や食事や入浴、排泄等の日常生活上の世話を提供します。

・訪問サービス実施のため必要な場合、備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償で使用させていただきます。

· 訪問サービスの提供に当たって、次の行為はしません。

① 医療行為（ただし、看護職員が行う診療の補助行為を除く）
② 利用者又は家族等からの金銭、高価な物品の授受

③ 利用者の居宅での飲酒、喫煙

④ 利用者又は家族等に対して行う宗教活動・政治活動・営利活動

⑤ その他利用者又は家族等に行う迷惑行為

	(ウ)宿泊サービス
	事業所に宿泊していただき、食事・入浴・排泄等の日常生活上の世話を提供します。

	(エ)短期利用居宅介護サービス
	登録者のサービス提供に支障が無いことを前提に、宿泊室に空きがある場合には、7日(やむを得ない事情がある場合には14日)まで限定的に登録者以外の短期利用が可能です。


＜サービス利用料金＞（契約書第６条参照）

具体的な利用料金については別紙利用料金表をご参照ください。
通い・訪問・宿泊（介護費用分）のすべてを含んだ１ヶ月の包括費用です。

ご契約者の要介護度に応じた自己負担額をお支払いください。

(注１)利用表にある料金は１ヶ月ごとの包括費用（月定額）ですので、契約者の体調不良や状態の変化等によりライフサポートプランに定めた期日よりも利用が少ない場合、またはライフサポートプランに定めた期日よりも利用が多い場合があっても、日割りでの割引・増額はいたしません。

(注２)月途中から登録した場合、又は月途中から登録を終了した場合には、登録した期間に応じて日割りした料金をお支払いいただきます。なお、この場合の「登録日」及び「登録終了日」は、以下の日を指します。
・登録日　　　利用契約締結日ではなく、通い、宿泊、訪問のいずれかのサービスを実際に利用開始した日

・登録終了日　利用契約を終了した日
(注３)料金表にあります基本利用料(小規模多機能型居宅介護費)は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。
各加算に関しても体制や個々により常時変更となります。その場合は、事前に新しい利用料を書面でお知らせします。
②　その他のサービス利用料金（介護保険の対象とならないサービス）

以下のサービスは利用料金の全額が利用者の負担になります。

	食　事　代
	ご契約者の食事に要する費用です。(それぞれ１食につき)

朝食400円　昼600円　おやつ100円　夕食700円

	宿　泊　代
	ご契約者の宿泊サービスにおける宿泊に要する費用です。

１泊につき 　個室3000円，　個室以外2000円

	通常の事業実施地域を

越える送迎および訪問　　

サービスの交通費
	・交通機関を利用した場合　　交通機関利用料金実費

・自動車を利用した場合

事業所から利用者宅まで

1キロメートルあたり　30円

	おむつ代
	テープ付おむつ代　150円 ・ リハビリパンツ代　150円
パット代　50円

	レクリエーション、クラブ活動
	利用者の希望により、教養娯楽としてレクリエーションやクラブ活動に参加していただくことができますが、ご利用者・ご家族の了承を得たうえで、利用料金として材料費等の実費をいただくことがあります。

	複写物のコピー代
	ご契約者はサービスの内容についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。

黒白コピー　一枚につき　10円

	その他
	サービスのなかで提供される便宜のうち日常生活において通常必要となるものの費用で契約者に負担させることが適当と認められる費用についての実費


※経済状況の著しい変化その他やむを得ない事情がある場合、相当な額に変更する場合があります。その場合には変更の内容と事由について、変更の２ヶ月前までにご説明いたします。

③　利用料金の支払い方法(契約書第６条参照)

· 前記(1)および(2)の料金・費用は、１ヶ月ごとに計算し利用月ごとの合計金額により請求いた　

· 　 します。

· 請求書は、利用月の翌月20 日までに利用者宛にお届けします。請求月の末日までに、自動口

座引落しにてお支払いください。お引落しを確認しましたら領収書をお渡ししますので、必ず保管をお願いします。

④　利用の中止、変更、追加（契約書第7条参照）

※事業所サービスは、ライフサポートプランに定められた内容を基本としつつ、契約者の日々の様態、希望等を勘案し適時適切に通いサービス、訪問サービスまたは宿泊サービスを組み合わせて介護を提供するものです。

※利用予定日前にご契約者、事業所サービスの利用を中止または変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合は原則としてサービス実施時の前日までに事業者に申し出てください。

※５．①の介護保険の対象となるサービスについては、利用料金は１ヵ月ごとの包括費用のため、サービスの利用回数等を変更された場合も１ヶ月の料金は変わりません。ただし５．②の介護保険対象外サービスについては利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用中止の申し出をされた場合、取消料として下記の料金をお支払いいただくことがあります。ただしご契約者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。

	利用予定日の前日までに申し出があった場合
	無料

	利用予定日の前日までに申し出がなかった場合
	当日の利用料金の100％


※サービス利用の変更・追加の申し出にたいして、事業所の稼動状況により契約者の希望する日時にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日を契約者に提示し協議します。

⑤　ライフサポートプランについて

事業所サービスは、利用者一人ひとりの人格を尊重し、住み慣れた地域で生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境をふまえて、通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、地域での暮らしを支援するものです。

事業所の介護支援専門員は、利用者の状況に合わせて適切にサービスを提供するために、利

用者と協議のうえでライフサポートプランを定め、また、その実施状況を評価します。

計画の内容及び評価結果等は書面に記載して利用者に説明のうえ交付します。

６．苦情の受付について(契約書第２０条参照)

①当事業所内における苦情の受付

· 苦情受付窓口（担当者）　管理者：露峰 嘉寸重
· 受付時間　９：００～１７：００
· 電話連絡先　０４５－４４３－５５８１
· ＦＡＸ　　　０４５－４４３－５５８２　（24時間受付）

また「苦情受付箱」を事業所内に設置しています。
2 行政機関その他の苦情受付機関

· 横浜市 介護事業指導課
· 所在地　〒231-0005　横浜市中区本町6丁目50−10
· 電　話  045-671-2356 
· 泉区高齢・障害支援課
· 所在地　泉区和泉中央北5-1-1
· 電　話　045-800-2436　 FAX　045-800-2513
· 戸塚区高齢・障害支援課

· 所在地　横浜市戸塚区戸塚町16-17
· 電　話　045-866-8452　 FAX　045-881-1755
· 瀬谷区高齢・障害支援課

· 所在地　横浜市瀬谷区二ツ橋町190
· 電　話　045-367-5714　 FAX　045-364-2346
· 神奈川県国民健康保険団体連合会　 介護保険課介護苦情相談係
· 所在地　〒220-0003 横浜市西区楠町27番地1
· 電　話　045-329-3447

７．運営推進会議の設置

　　当事業所では、サービス提供にかんして、提供回数等の活動状況を報告し、運営推進会議から

評価、要望、助言を受け、サービスの質の確保及び適切な運営ができるよう設置します。

　＜運営推進会議の概要＞

　　　　構成：利用者の家族・・地域包括支援センター職員・当該サービスに知見を有する者　他

　　　開催：２ヶ月程度に１度開催

　　　記録：運営推進会議の内容・評価・要望・助言について記録の作成をおこないます。

　
８．協力医療機関

　　当事業所では、各利用者の主治医との連携を基本としつつ、病状の急変に備えて以下の医療機

関を協力医療機関として連携体制を整備しています。

	協力医療機関
	井上医院

	
	所在地：横浜市泉区岡津町２３９１－１
電話：０４５－８１１－８１２３

	協力歯科医療機関
	グリーンデンタルクリニック

	
	所在地：横浜市泉区緑園４－１－６ジスタスビル２F
電話：０４５－８１３－４６１８

	連携介護老人福祉施設
	特別養護老人ホーム　陽のあたる丘MISONO

	
	所在地：横浜市栄区鍛冶ヶ谷２－４０－１

電話：０４５－８９２－１４２３

	連携介護老人福祉施設
	

	
	


９．非常災害時の対応

　　非常災害時には、利用者の安全を図り、適切に対応をおこないます。また、避難訓練を年２回利用者参加のもとでおこないます。

消防設備：自動火災報知器・消火器・避難誘導灯・スプリンクラー
１０．事故発生時の対応

サービスの提供により事故が発生した場合には、すみやかに市町村・利用者の家族・その他関係者等に連絡するとともに、必要な措置を組織的にとります。

　　サービスの提供にともなって、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、すみやかに損害賠償をおこないます。

当事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入しています。
１１．身体的拘束等

事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（身体的拘束等）を行いません。身体的拘束等を行う場合には、事前に利用者または家族に説明を行います。やむを得ない事情により、事前に説明を行わなかった場合には、身体的拘束等を行った後速やかに、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明します。また、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。
１２．虐待の防止について

事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じるよう努めます。
（1）  　虐待防止に関する担当者を選定しています。

虐待防止に関する担当者　(管理者・露峰 嘉寸重)

（2）
事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。
（3）
事業所における虐待の防止のための指針を整備しています。

（4）
事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しています。

１３．秘密保持

　　事業所は、業務上知り得た利用者またはその家族等の秘密を保持します。また、従業者であった者が退職した場合に、業務上知り得た個人情報を保持させるため、退職後においてもこれらの個人情報を保持させます。この点については、職員採用時に雇用契約書にその内容を定めます。

　　前項の規程にかかわらず、事業所は利用者に緊急の必要性が生じた場合には、また他のサービス事業所等との連携をはかるうえで不可欠である場合には、利用者またはその家族からあらかじめ文書（「個人情報使用同意書」）にて同意を得たうえで、利用者またはその家族等の個人情報を提供できるものとします。
１４．職員研修

職員の質的向上をはかるための研修の機会を次のとおり設け、また業務体制を整備します。

1 採用時研修 　採用後１ヶ月以内

② 継続研修 　年3回以上
１５.利用にあたっての留意事項

	被保険者証の提示
	・サービス利用の際には、介護保険被保険者証・介護保険負担割合証を提示してください。

	設備、備品の使用
	・事業所内の設備や備品は、本来の用法に従ってご利用ください。本来の用法に反した利用により破損等が生じた場合は、弁償していただく場合があります。

	迷惑行為等
	・騒音等他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください。

・無断で他の利用者の宿泊室に立ち入らないようにしてください。

・事業所内での他の利用者にたいする宗教活動及び政治活動はご遠慮ください。

・他の利用者への暴言・暴行は固くお断りいたします。

	飲酒、喫煙
	飲酒はご遠慮ください。

喫煙は決められた場所でしてください。

	所持品の持ち込み
	高価な貴重品のホームへの持ち込みはご遠慮下さい。
どうしても持ち込まざるをえない場合には、所持金品は、自己の責任において管理してください。

事業所では高価な貴重品や金銭の管理はいたしません。

	動物の持ち込み
	利用者のペットの持ち込みはお断りいたします。

	ｱﾆﾏﾙｾﾗﾋﾟｰの実施
	ホームでは適切な感染症対策のもとセラピーの観点から限定してペットを飼うことを位置づけています。契約時にこの点を御了承下さい。

	天候不順

（降雪・台風等）
	降雪・台風などによる天候不順の場合、事前にご連絡の上、安全を考慮しサービスを中止または変更させて頂く場合があります。

	自然災害
	震災などの自然災害により、利用者に連絡が困難な場合にも、やむを得ずサービスを中止させていただく場合があります。


	この重要事項説明書の説明年月日
	令和　　　年　　　月　　　日


上記の内容について「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第34号）」第88条により準用する第９条の規定にもとづき、利用者に説明をおこないました。

	事業者法人名
	有限会社フルライフ

	法人代表者名
	代表取締役　　関口 尚登

	法人所在地
	横浜市戸塚区柏尾町１０２９－１　　　　　　　　　　　　　　　　　


	事業所名称
	小規模多機能ホーム　すずらん　

	事業所所在地
	横浜市泉区新橋町１３４２－２１

	説明者氏名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　私は、本説明書にもとづいて、重要事項の説明を確かに受け、そこに同意し、交付を受けました。
	利　用　者　　　住　所
	

	利　用　者　　　氏　名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	保　証　人　　　住　所
	

	保　証　人　　　氏　名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	利用者様とのご関係
	   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


※この重要事項説明書は、厚生労働省令第３４号・第８８条により準用する第９条の規定にもとづき、利用申込者またはその家族への重要事項の説明のため作成したものです。

当事業所が提供する小規模多機能型居宅介護サービスおよび介護予防小規模多機能型居宅介護サービス(以下「事業所サービス」といいます)の提供契約にさいして、事業者があらかじめ説明しなければならない内容を記したものです。ご契約にかんしてご注意いただきたい内容を、説明いたします。
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